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Ⅰ 背景と目的

本構想では、これからも安全で安心な栄養バランスのとれたおいしい給食の安定的な提供
及び全ての児童・生徒への食育の推進を実現することを目的とした、今後の給食施設のあり
方を示します。

具体的には、施設の老朽化への対応、衛生管理基準を満たす施設整備、労働環境の改善に
加え、働き手不足への対応、長期的な視点に基づく施設整備、環境負荷低減に向けた対応な
ど、様々な視点から調査・検討を行った結果から、今後の学校給食施設のあり方を「熊本市
学校給食施設整備基本構想」（以下「本構想」といいます。）として定めます。
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Ⅱ 児童生徒数の将来推計

総人口は2020年の国勢調査で戦後初の減少となりました。区別では南区が増加している一
方で、中央区と東区は微増、西区と北区は微減となっています。

本構想では、熊本市人口ビジョン(R6.3改訂)を基に、将来の児童生徒数を小学校区基準で分
析しており、2050年には現在の約6万人から約4万6千人まで減少すると推計しています。
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総人口推計値
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Ⅲ 学校給食の現状
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施設の
老朽化

給食施設の築年数別面積と施設数

給食施設の劣化状況例

築40年以上の学校区

 
築 40 年を 

超える施設 

運用状況

【学校給食衛生管理基準】
①作業区域の衛生区分
②前室の設置
③ドライシステムの運用
④調理場内の温度及び湿度の管理
⑤調理後2時間以内の喫食

【運用状況】
・本市の施設は、汚染・非汚染エリア
が区分なし、もしくは簡易な間仕切り
となっている。
・また、半数近くの施設においてドラ
イ改修が完了していない。
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Ⅳ 給食提供における課題

このような現状を踏まえ、今後も長期的に継続して安全に安心な学校給食の提供を行って
いくための課題を以下の3点に整理しました。
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安定した給食提供のための今後の課題

課題② 施設整備費用の課題
現在の施設数を維持しながら、施設・厨房機器の老朽化、学校給食衛生管理基準への適

合を図った場合は、施設整備費として2050年までの25年間で約312億円が必要になる見込み
であり、財源や人員の確保が困難であることが課題です。

課題③ 基準適合への課題
現状の施設は、学校給食衛生管理基準に適合した施設として運用できておらず、多くの

施設が適合するためには増築が必要となりますが、現在の敷地面積では、困難な施設があ
ります。

課題① 給食施設運営の課題
築40年以上を超える施設が多く、老朽化が進行していることに加え、少子化による提供食

数の減少、行財政改革による給食技師の減少への対応など、今後も安定した給食を提供する
ためには、施設の適正規模の検討や、老朽化への対応、調理委託などを同時に進めなければ
なりません。
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Ⅴ 今後の学校給食提供の方針

これからの給食施設整備は、これまでの各学校で調理を行う自校式の単独調理場だけでな
く、大量の食数に対して安全管理や品質管理が可能な給食センター方式も検討し、財政負担
の軽減に努めながら、今後の適正な手法として給食施設の給食センター方式の採用を本構想
に位置付けます。
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課題解決の方向性
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給食施設整備の基本的な方針

学校給食衛生管理基準に示されているHACCPへの対応や食物アレルギーへの対応など社会が求める基準に則した安全で安
心な学校給食の提供には衛生的な調理環境の整備が必要です。現状の給食施設は十分に基準を満たしておらず、調理員によ
る調理作業や人員配置の工夫により対応している状況です。また、施設や厨房設備機器の老朽化も進んでいます。
今後も現状のままの取組を実施し続けることには限界があるため、施設整備を伴う調理環境の改善を図り、環境負荷の低

減など社会的要求を満たしつつ、より効率的な運用を行います。食物アレルギーへの対応についても、専用調理室の設置や
専属の調理スタッフの配置を行うなどのほか、学校との密な連携を図ることで、これまでのように食物アレルギー対応を行
います。さらに、食中毒が発生しないよう徹底した管理体制の構築に努めるなど「安全・安心で安定的な学校給食の提供」
を推進します。

方針1 安全・安心で安定的な学校給食の提供

現在の給食提供方式は、主に小学校における自校式、中学校における小規模な共同調理場方式が主な方式です。
各施設の築年数や厨房設備機器が異なる環境でも可能な限り同じ給食内容となるよう標準献立に沿って給食を提供してい

ます。
今後、多くの学校を対象とする大規模な共同調理場方式でも、これまでどおりの天然だしや旬の食材の活用、手作りの給

食にこだわり、また、高機能な調理設備の導入や調理員の調理技術の向上を図ることによりおいしい給食を実現します。
保温食缶の活用や今後の技術の進歩を積極的に取り入れることで、給食センターからの配送になっても、より温かく、よ

りおいしい給食を目指します。

方針2 おいしい学校給食の提供

方針3 食育の充実

食育基本法では、「食」は生きる上における基本となり、知育・徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けられてい
ます。
学校給食を生きた教材として活用し、教育活動全体を通じて実践的な食の指導を展開することで、児童生徒が自らの食生

活を改善し、生涯にわたる望ましい食習慣を身につけることができるよう、今後も引き続き、地元食材の活用や郷土料理、
和食給食等を推進するとともに、栄養教諭等による食に関する指導の充実を図ります。
また、新しい給食センターには、研修室や調理過程の見学スペースを整備するなど、給食センターからの配送となっても

「食」や給食に携わる人や食材に思いを馳せるような機会を創出し、給食を身近に感じられるような取組をしていきます。
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給食施設整備の基本的な方針

給食センターは食品加工工場に類する施設です。日々、厨房設備が稼働する施設であることから、環境に配慮した施設づく
りを行います。
具体的には、再生可能エネルギーの活用、省エネ対応の設備機器の導入、ZEB等の検討などにより、環境負荷低減に資する

施設を目指します。また、単独調理場を給食センターとして集約することで、調理作業における効率的なエネルギー運用が可
能となります。

方針4 環境負荷低減の配慮

給食センターは一定のエリアを対象に配置するため、学校と並び地域にとって身近な施設のひとつと考えられます。日常の
みならず、災害時は給食センターとしての機能を活かした炊き出し機能を備え、地域住民が安心して生活できることへの一助
となるよう位置づけます。また、給食センター自身への被災対応は建設地域のハザードマップに応じて適切に対応します。

方針5 災害時にも対応できる学校給食

方針6 効率的な学校給食の運営

今後も人口減少が進展することで、児童生徒数の減少のみならず、働き手が不足することも見込まれます。適切な設備を備
えた給食センターとすることで、これまで学校ごとに分散していた調理機能を集約するとともに調理作業の自動化等によって
人員配置の効率化を目指します。
また、大規模な給食センターに関するノウハウを有する民間企業とも連携して、より効率的で効果的な施設運営を目指しま

す。

方針7 気持ちよく働ける給食施設

給食をつくるのは働く人たちに他なりません。あたたかく、安全で安心な給食を届けるため、調理場内はとても熱い釜など
がある中で人や食材や食器が行き交う環境となります。
人・食材が交差しない動線とし、空調設備やリラックスできる休憩室等を整備することで、作業しやすい環境を整えます。
人材不足が深刻化する中、働きたくなる職場環境を提供できる施設づくりを行います。
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施設機能と規模

食品の受入から検収、下処理、調理に至るまでの調理動線を献立ごとに部屋を分け、調理
員の作業効率の向上や異物混入等を防ぐことができる計画です。また、揚物・焼物・蒸物室
は調理室を2つの献立で共有し、面積の削減と作業効率の向上を想定した案を示しています。
食品の受入から調理に至るまでの調理動線を献立ごとに部屋を分けることを基本としつつ、

各施設の規模や立地などの条件に合わせ、今後の基本計画において、具体的に検討します。
計画検討の段階では、実際に調理を担う調理員からの意見を取り込み、より使いやすく効

率的な施設づくりを目指します。

エリア 区域 諸室

給食

エリア

汚染作業区域

荷受室（肉・魚類・野菜・果物類）、検収室（肉・魚類・野

菜・果物類）、野菜下処理室、肉・魚下処理室、果物類下処

理室、卵処理室、調味料仕分室、皮むき室、油庫、食品庫、

冷蔵庫、冷凍庫、器具洗浄室、廃棄庫、消毒保管・配送室、

アレルギー容器洗浄室、洗浄室、配送前室、回収前室、備品

庫、残渣処理室、残渣置場

非汚染作業区域
調理室、揚物・焼物・蒸し物室、和え物室、切さい室、アレ

ルギー食調理室

その他 前室、消毒室（準備室）

事務

エリア

一般区域
事務室、書庫、職員・外来用WC、多目的WC、玄関ホール、風

除室、会議室

事務員・調理員区

域

事業者玄関、事業者事務室、調理員専用WC、職員用更衣室、

休憩室、洗濯乾燥室、給湯室

その他 ボイラー室、エレベーター、小荷物専用昇降機、駐車場など

区域分けに基づく必要諸室 給食エリアにおける適切な作業動線イメージ
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概算事業費

6,000食規模の給食センターを新築した
場合の概算事業費は右のとおりです。

イニシャルコストは施設の建設までに
かかる費用です。ランニングコストは、
PFI等の民活手法を用いた場合を示します。

事業手法等 内容 
資金 

調達 
設計 施工 所有 

維持管理 

運営 

従来手法 

国・地方公共団体が公的資金を調達し、施

設の建設、維持管理は原則として単年度契

約で分離発注し、所有権は常に市とする手

法。 

市 市 市 市 
市 

※1 

設計・施工一括発

注手法（DB 手法） 

市が資金を調達し、民間事業者が設計・施

設を建設する方式。維持管理・運営は市が

行う。 

市 民間 民間 市 
市 

※1 

設計・施工・運営一

括発注手法 

（DBO 手法） 

市が資金を調達し、民間事業者が設計・施

設を建設後、一定期間民間事業者が維持管

理及び運営を行う方式。 

市 民間 民間 市 民間 

PFI 

手法 

BTO 方式 

民間事業者が資金を調達し、施設を建設、

竣工後に市に施設所有権を移転し、一定期

間維持管理及び運営する方式。 

民間 民間 民間 

民間 

↓ 

市 

民間 

BOT 方式 

民間事業者が資金を調達し、施設を建設、

一定期間維持管理及び運営し、事業終了後

に市に施設所有権を移転する方式。 

民間 民間 民間 

民間 

↓ 

市 

民間 

BOO 方式 

民間事業者が資金を調達し、施設を建設、

事業期間は民間事業者が維持管理及び運

営を行い、事業終了後も民間が施設を所有

する方式。 

民間 民間 民間 民間 民間 

 

本事業において、民間ノウハウを
効率的に活用できる事業手法等は右
のとおりです。

今後の各施設の基本計画において、
各施設の状況や条件等に合わせ、手
法及び方式を検討し選定します。

項目 概算事業費（千円）

イニシャルコスト 設計建設 4,124,241

ランニングコスト 1年間 395,637

15年 計 5,934,555

概算事業費（現時点での試算）

※1施設における対象期間15年

活用可能な事業手法

事業実施の実施手法



・この配置案は、現状の学校の配置状況と今後の人口減少を踏まえ、配送効
率を考慮して算出した再編イメージ。
・建設予定地については、市有地の未利用地等を検討していくが、用地の取
得状況や各施設の基本計画の策定状況も踏まえ、5年ごとに見直していく。
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Ⅵ 給食センター配置案
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配置シミュレーション

(1) 配送範囲

給食センターから１５分以内に配送できる範囲とします。

(2)  2時間喫食

「調理終了～給食時間開始」で想定します。

(3)  給食センターの規模

過大にならないよう配送校の合計食数は最大で6,000～7,000食程度

までとします。

(4)  配送校の選定方法

配送時間内の小学校区単位で選定します。

(5)  配送車両のルート

 1～3校で食缶の積降完了後、給食センターに帰還します。

※下図は2校配送の例。食器類と食缶の配送ルートは同様。

（6）建設地について

建築基準法上の工業地域、準工業地域、市街化調整区域が対象になります。

※建設地の検討は、原則として、市有財産の未利用地を中心に進めますが、

適地がない場合は、民有地の取得を含め幅広く検討していきます。

8施設に再編（着色エリア5施設を優先して整備）

例：2箇所配送

11:00 11:40 11:50 12:10

A小学校 B中学校 給食センター

【配送】10分 【積降】5分 【配送】5分 【積降】5分 15分

11:30 11:45 11:55

【食缶積込】30分（最大）

給食センター
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Ⅶ 給食施設整備の見直し

本構想の計画期間に応じて、8施設を整備した場合の整備時期は以下のとおりです。施設規
模、敷地条件により異なりますが、最短の事業スケジュールで進行する場合を想定し、1施設
あたりの整備期間は、基本計画の策定から建設までを約5年間と設定します。

今後は、速やかな用地取得の目途が立った場合は、計画を前倒して整備し、再編効果の早期
発現を図ります。
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給食施設整備の見直し

中長期において想定する整備時期
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Ⅷ 今後の進め方

本構想に沿って、段階的に各給食センターの基本計画の策定及び施設整備を実施することと
し、まずは、銭塘小学校跡地に建設予定の（仮称）天明給食センターの基本計画策定に着手し
ます。以降、原則としてⅥで示す給食センター配置案の着色エリアを優先しながら、建設予定
地に目途が立ったところから順次、着手していきます。

なお、集約による運営効率の向上をはじめとする再編効果の早期発現を図るため、給食セン
ターの整備期間中に次の給食センターの基本計画策定に着手するなど、一部の事業期間を重複
させながら整備します。

今後の人口動態の変動や地域分布の状況等に変化が見られた場合は、5年ごとに行う基本構
想の見直し時にエリア設定や適正な施設規模を見直していく場合があります。さらに、実際の
建設予定地の状況にあわせ、未整備の校区のエリア設定や施設規模を調整していきます。
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